
2024 年 4 月現在 本カタログでは「公的介護保険」を「介護保険」と表記しています 2024 年 4 月現在

要介護（要支援）認定

訪問調査・医師の意見書

本人または家族が市区町村（保険者）に申請

コンピューターによる判定

自　  立
自立に認定。介護
保険のサービスは
受けられません。

1
2

3

＊本人の希望を尊重して介護支援専門員（ケアマネジャー）がサービスの利用計画を作成します。〈利用者本人がサービスの利用計画を作成することもできます〉

65歳以上の方（第1号被保険者）
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態（要介護状態）や、常時の
介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態（要支援状
態）になった場合にサービスが受けられます。
40歳から64歳までの方（第2号被保険者）
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる右記の病気（特定疾病）
により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

特定疾病とは
①末期がん　②関節リウマチ　③筋萎縮性側索硬化症（ALS）　
④後縦靱帯骨化症　⑤骨折を伴う骨粗鬆症　
⑥初老期における認知症（アルツハイマー病、脳血管性認知症等）　
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病　
⑧脊髄小脳変性症（SCD）　⑨脊柱管狭窄症　⑩早老症（ウェルナー症候群等）
⑪多系統萎縮症（MSA）　⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患　⑭閉塞性動脈硬化症　⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービスが受けられる方

介護認定審査会
●特記事項
　例）個人の特徴・性格・生活習慣など

●かかりつけ医師の意見書

介護予防サービス計画
（ケアプラン）の作成＊
5 介護サービス計画（ケアプラン）の作成＊5

認定・結果通知（最も軽い「要支援1」から最も重い「要介護5」までの7段階に分類）4 非該当4
要支援1

5万320円

要支援2

10万5,310円

要介護1

16万7,650円

要介護2

19万7,050円

要介護3

27万480円

要介護4

30万9,380円

要介護5

36万2,170円区分支給
限度基準額

介護区分

下記の金額は、居宅介護サービス・居宅介護予防サービス等の支給限度基準額の1ヶ月あたりのめやすです。
（施設に入所する場合の基準額は下記とは異なります） ※令和元年度介護報酬改定による

在宅サービスを受ける6 在宅サービス
を受ける

6
●環境を整えるサービスを受けられます
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売
・介護予防住宅改修費の支給
●家庭への訪問サービスが受けられます
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
●日帰りで施設に通えます
・介護予防通所リハビリテーション（デイケア）
●施設に短期入所できます
・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）
・介護予防短期入所療養介護（ショートステイ）
●その他サービスを受けられます
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防支援

地域密着型サービスを受ける6
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
  （認知症高齢者グループホーム）

施設に入居する6
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
  ※原則として要介護3以上の方が対象です
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設、介護医療院

●環境を整えるサービスを受けら
れます
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修費の支給
●家庭への訪問サービスが受けら
れます
・訪問介護（ホームヘルプ）
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
●日帰りで施設に通えます
・通所介護（デイサービス）
・通所リハビリテーション（デイケア）
●施設に短期入所できます
・短期入所生活介護（ショートステイ）
・短期入所療養介護（ショートステイ）
●その他サービスを受けられます
・特定施設入居者生活
  介護
・居宅介護支援

地域密着型サービス
を受ける

6
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
 （認知症高齢者グループホーム）
・地域密着型通所介護
 （小規模デイサービス）
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者
  生活介護 ※原則として要介護3以上の方が
  対象です

介護保険制度について

介護保険サービスを利用するには

要支援
1

要介護
1

要介護
2

要介護
3

要介護
4

要介護
5

要介護状態とは
認められないが
社会的支援を要
する状態

生活の一部につ
いて部分的介護
を要する状態

日常生活に中等
度の介護を要す
る状態

日常生活にほぼ
全面的な介護を
要する状態

日常生活を介護
なしで営むこと
が困難な状態

日常生活を介護
なしで営むこと
が不可能な状態

日常生活の活動の際に、残存能力を保持し向上させる必要が認められる場合、また失
われた能力を取り戻すような支援が必要な場合等をいい、そのための器具・器械の使用
の指導が必要な場合等も含まれる。
日常生活を遂行する能力は基本的に備わっているが、「両足・片足での立位保持」に不
安定さが見られ、「口腔清潔」「洗顔」「整髪・洗髪」「爪切り」（以下「清潔・整容」という）「浴
槽の出入り」「洗身」（以下「入浴」という）「ボタンのかけはずし」「上衣の着脱」「ズボン等
の上下」「靴下の着脱」（以下「衣服着脱」という）等の行為に関して、毎日ではないが週
に数回程度の介護が必要とされる場合等である。

日常生活を遂行する能力の中では、「入浴」に関連する能力に若干の低下が見られ、「立
ち上がり」「両足・片足での立位保持」「歩行」に不安定さが見られることがある。また「物
忘れ」などが見られることがあるが、それ以外に問題行動はほとんどない場合も多い。
「清潔・整容」「衣服着脱」「居室の掃除」「薬の内服」「金銭の管理」等の行為のうち、最小
限一つの分野で、少なくとも毎日1回は介護が必要である場合等である。

日常生活を遂行する能力の中では、「入浴」の直接介護、「排尿後の後始末」「排便後の
後始末」（以下「排泄」という）の間接的な介護を必要とする場合が要介護1よりも増加す
る。また、「両足がつかない状態での座位保持」が不安定で、「起き上がり」も自力では困
難な状態であり、何かにつかまる必要がある場合が要介護1より多い。社会生活の上で
は「薬の内服」「金銭の管理」に何らかの援助を必要とする場合も多い。「清潔・整容」「食
事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」等の行為のうち、最小限二つの分野で、少なくとも毎
日1回は介護が必要とされる場合等である。

日常生活を遂行する能力の中では、「入浴」「排泄」「衣服着脱」「清潔・整容」等の行為に
対しての部分的または全面的な直接介護を必要とする場合が要介護2よりも増加する。
また、「両足がついた状態での座位保持」が不安定で、「起き上がり」「寝返り」も自力では
できず、何かにつかまる必要がある場合が要介護2よりも多い。社会生活の上では、「薬
の内服」「金銭の管理」についての介助が必要な場合が多く、「暴力・暴言」「介助への抵
抗」「昼夜逆転」等の問題行動が見られる場合もある。これらの問題行動がある場合に
は、「両足での立位保持」「歩行」が自立している等身体の機能水準は高いが、社会生活
を遂行する能力はかなり低い。
「清潔・整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」等の行為のうち、最小限三つの分野
で、少なくとも毎日2回は介護が必要とされる場合等である。

日常生活を遂行する能力はかなり低下しており、「入浴」「排泄」「衣服着脱」「食事摂取」
「清潔・整容」の全般にわたって部分的あるいは全面的な介護が必要である。植物状態で
意思疎通が全くできない人も含まれる場合がある。また、「起き上がり」「立ち上がり」がで
きない場合が要介護3よりも多い。その他に、「食事摂取」の部分的な介護が必要で「尿
意」がなく「知的能力」が全般的に低下している場合や、「食事摂取」の部分的な介護と「入
浴」の全面的な介護が必要で「知的能力」が著しく低下している場合等も含まれる。
「清潔・整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」「寝返り」「起き上がり」等の行為のう
ち、複数の分野で少なくとも1日に3回～４回は、異なる時間に介護が必要とされる場合
等である。

日常生活を遂行する能力は著しく低下しており、生活の全般にわたって部分的または全
面的な介護が必要である。とくに「嚥下」に障害がある場合は、自力での摂取が困難な
ため、必要な介護度が増加する傾向が見られる。また、自力での「寝返り」「座位保持」は
ほとんどできない場合が多い。
「清潔・整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」「寝返り」「起き上がり」「立ち上がり」
「立位保持」「歩行」等の行為のうち、複数の分野で少なくとも1日に5回以上は、異なる
時間に介護が必要とされる場合等である。
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